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○福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則 

平成二十年十月十六日 

福井県規則第六十四号 

改正 平成二六年三月二八日規則第一八号 

改正 平成二七年三月十日規則第二号 

福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則を公布する。 

福井県医師確保修学資金等貸与条例施行規則 

（趣旨） 

第一条 この規則は、福井県医師確保修学資金等貸与条例（平成二十年福井県条例第四十号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定医療機関） 

第二条 条例第二条第一号の規則で定める医療機関は、次に掲げる県内の病院または診療所

とする。 

一 国立大学法人福井大学が設置する福井大学（次条第一項において「福井大学」という。）

の医学部に附属する病院または診療所 

二 独立行政法人国立病院機構が開設する病院または診療所 

三 独立行政法人地域医療機能推進機構が運営を行う病院または診療所 

四 その他特に医師の確保が必要な医療機関として知事が定める病院または診療所 

（平二六規則一八・一部改正） 

（貸与の申請） 

第三条 修学資金の貸与を受けようとする者は、医師確保修学資金貸与申請書（様式第一号）

に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければな

らない。 

一 福井大学の合格通知書の写し 

二 福井大学の在学証明書 

三 戸籍抄本 

四 誓約書（様式第二号） 

２ 修学研修資金の貸与を受けようとする者（条例第三条第三項第一号に掲げる者に限る。）

は、医師確保修学研修資金貸与申請書（様式第一号の二）に、次の各号に掲げる書類を添

付し、別に定める日までにこれを知事に提出しなければならない。 

 一 大学の在学証明書 

 二 戸籍抄本 

 三 誓約書（様式第二号の二） 

３ 修学研修資金の貸与を受けようとする者（条例第三条第三項第二号に掲げる者に限る。）

は、医師確保修学研修資金貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日

までにこれを知事に提出しなければならない。 

 一 大学の卒業証書の写しおよび臨床研修を受けることが見込まれる者であることが確

認できる書類の写し 
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 二 戸籍抄本 

 三 誓約書（様式第二号の三） 

４ 修学研修資金の貸与を受けようとする者（条例第三条第三項第三号に掲げる者に限る。）

は、医師確保修学研修資金貸与申請書に、次の各号に掲げる書類を添付し、別に定める日

までにこれを知事に提出しなければならない。 

 一 臨床研修を受けている者であることが確認できる書類の写し 

 二 戸籍抄本 

 三 誓約書（様式第二号の四） 

（保証人） 

第四条 条例第五条第一項の規定により修学資金等の貸与を受けようとする者が立てなけ

ればならない保証人は、二人とし、独立の生計を営む成年者でなければならない。 

２ 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、保証人のうち一人は、そ

の法定代理人でなければならない。 

（選考および決定通知） 

第五条 知事は、第三条の規定による医師確保修学資金貸与申請書または医師確保修学研修

資金貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、医師確

保修学資金等貸与決定通知書（様式第三号）により申請者に通知するものとする。 

（貸与契約の締結） 

第六条 前条の通知を受けた者は、遅滞なく、医師確保修学資金等貸与契約書（様式第四号）

により、知事と貸与契約を締結しなければならない。 

（借用証書の提出） 

第七条 前条の規定により知事と貸与契約を締結した者は、修学資金等の最後の交付を受け

たとき、または条例第六条の規定により貸与を取り消されたときは、直ちに、貸与を受け

た修学資金等の全額について医師確保修学資金等借用証書（様式第五号）を知事に提出し

なければならない。 

（返還猶予の申請） 

第八条 条例第九条の規定により修学資金等の返還の猶予を受けようとする者は、医師確保

修学資金等返還猶予申請書（様式第六号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の返還の猶予を行う旨の決定をしたときは、当

該申請をした者に対して、その旨および修学資金等の返還の猶予を行った期間（以下この

条において「返還猶予期間」という。）を書面により通知するものとする。 

３ 前項の規定により修学資金等の返還の猶予の決定を受けた者は、当該返還猶予期間を変

更する事由が生じたときは、医師確保修学資金等返還猶予期間変更申請書（様式第七号）

を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の申請に基づき返還猶予期間の変更を行う旨の決定をしたときは、当該申

請をした者に対して、その旨および変更後の返還猶予期間を書面により通知するものとす

る。 

（返還免除の申請） 
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第九条 条例第十条の規定により修学資金等の全部または一部の返還の免除を受けようと

する者は、医師確保修学資金等返還免除申請書（様式第八号）を知事に提出しなければな

らない。 

２ 知事は、前項の申請に基づき修学資金等の全部または一部の返還の免除を行う旨の決定

をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を書面により通知するものとする。 

（勤務期間等の計算） 

第十条 条例第十条第一項第一号の規定により返還の免除をする場合における同号ニに規

定する勤務期間および同項第二号の規定により返還の免除をする場合における同号ニの

医師として勤務した期間（以下この条において「勤務期間等」という。）の計算について

は、月数によるものとし、勤務期間等の開始の日の属する月から勤務期間の終了の日の属

する月までを算入するものとする。 

２ 前項の規定により勤務期間等を計算する場合において、当該期間中に災害、疾病、育児

休業その他やむを得ない理由により、臨床研修を受けることができなかった期間および指

定医療機関（条例第二条第一号に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。）において医

師として勤務できなかった期間（以下この項において「控除期間」という。）があるとき

は、控除期間の開始の日の属する月から控除期間の終了の日の属する月までの月数を控除

するものとする。ただし、控除期間が終了した日の属する月において、再び控除期間が開

始したときは、その月を一月として控除するものとする。 

（学業成績証明書等の提出） 

第十一条 被貸与者（条例第五条第二項に規定する被貸与者をいう。以下同じ。）は、大学

を卒業するまでの間、毎年四月十五日までに在学証明書および前学年度末における学業成

績証明書を知事に提出しなければならない。 

（勤務状況等報告書の提出） 

第十二条 被貸与者は、大学を卒業した日から修学資金等の全部の返還を免除され、または

返還すべき額の全部を返還するまでの間、毎年四月十五日までに勤務状況等報告書（様式

第九号）を知事に提出しなければならない。 

（届出） 

第十三条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに変更事項等届出書（様

式第十号）により、その旨を知事に届け出なければならない。 

一 氏名または住所を変更したとき。 

二 退学したとき。 

三 大学の医学を履修する課程を卒業したとき。 

四 学業または勤務に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。 

五 休学し、または停学の処分を受けたとき。 

六 復学したとき。 

七 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、または保証人が死亡したとき、

もしくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。 

八 大学を卒業した日から二年以内に医師の免許を取得したとき。 
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九 条例第二条第二号の臨床研修を開始し、中断し、再開し、中止し、または修了したと

き。 

十 指定医療機関において医師として勤務を開始し、または再開したとき（勤務する指定

医療機関を変更したときを含む。）。 

十一 指定医療機関における医師として勤務しなくなったとき。 

十二 修学資金等の貸与を受けることを辞退しようとするとき。 

２ 被貸与者は、前項第一号から第十一号までのいずれかに該当し、その旨を届け出る場合

には、同項の変更事項等届出書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 

３ 被貸与者が死亡したときは、直ちにその者の相続人または保証人は、その旨を知事に届

け出なければならない。 

（その他） 

第十四条 この規則に定めるもののほか、修学資金等の貸与に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

附 則 

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 

附 則（平成二六年規則第一八号） 

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。 

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。 

 


